
公費負担の対象とその限度額 

 

公費負担の対象 公費負担の限度額（単価） 

選
挙
運
動
用
自
動
車 

1 
一般運送契約 

（ハイヤー等） 

 選挙運動用自動車と
して使用された各日の
料金の合計金額 
 （同一の日について
は１台に限る） 

 

 各日について 

１
の
契
約
と
２
の
契
約
の
い
ず
れ
か
を
選
択
す
る 

２ 

そ
の
他
の
契
約 

⑴  

自動車借入

れ契約（レ

ンタル） 

 選挙運動用自動車と
して使用された各日の
料金の合計金額 
 （同一の日について
は１台に限る） 

 

 各日について 

 
 
注） 
 
① 契約の相手方が生
計を一にする親族であ
る場合には、その者が
当該契約にかかる業務
を業として行う者に限
る。 
 
 
 
② 選挙運動期間中で
１(一般運送契約)を選
択した日数は、２（そ
の他の契約）の計算で
は選挙運動の日数から
除いて計算する。 

⑵ 
燃料供給の

契約 

 選挙運動用自動車に
供給した燃料の代金 

 
  
選挙運動の日数× 

  

⑶ 
運転手雇用

の契約 

 選挙運動用自動車の
運転業務に従亊した各
日について支払う報酬
の合計金額 
 （同一の日について
は１人に限る） 

 

 各日について 

ポ
ス
タ
ー
の
作
成 

 
 当該候補者を通じて、作成単価（右に示した
単価の限度額以内）に作成枚数（ポスター掲示
場数×1.1 以内）を乗じた金額 
 
 本市のポスター掲示場は現在４９５か所 
 
 ５４５枚まで公費負担（掲示場数の 1.1 倍） 

 

 

 

 

 

ビ
ラ
の
作
成 

 

 当該候補者を通じて、作成単価（右に示した

単価の限度額以内）に作成枚数（市長選挙

16,000 枚、市議会議員選挙 4,000 枚以内）を

乗じた金額 

※ビラの種類については、２種類以内 

 

 

６４，５００円  

単価 

１２，５００円  

１６，１００円  

(ポスター掲示場が 500 箇所以下の場合) 
 

586 円 88 銭×495 箇所＋316,250 円 

ポスター掲示場数 495 

１，２２６円  

８円３８銭  

 

１枚あたりの作成単価  

７，７００円  

・伊勢崎市長選挙における限度額 

8.38 円×16,000 枚＝134,080 円（+10,400 円） 

・伊勢崎市議会議員選挙における限度額 

8.38 円×4,000 枚＝33,520円（+2,600 円） 




